
（別紙１）

造林公社中期経営改善計画検討委員会設置要綱

（目的）

第１条 一般社団法人滋賀県造林公社（以下「造林公社」という。）が将来にわたり

健全な経営を確保しつつ設立目的を果たしていくため、経営最終年を目標年次とし

て策定した長期経営計画に基づき、令和３年度以降５カ年の中期経営改善計画の策

定に向け、造林公社中期経営改善計画検討委員会（以下「委員会」という。）を設

置する。

（所掌事務）

第２条 委員会は、次に掲げる事項を検討し意見を述べる。

(1) 長期経営計画に基づく令和３年度以降５カ年の中期経営改善計画の案

(2) 前(1)の計画案に関連する必要な施策等

(3) その他目的を達成するために必要な事項

（委員）

第３条 委員会は、造林公社理事長が委嘱する６人以内の委員をもって組織する。

２ 委員会は、委員の互選により委員長を置く。

３ 委員長は、委員会の事務を総括し、委員会を代表する。

４ 副委員長は、委員のうちから委員長の指名する者をもって充てる。

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときまたは不在のときは、その

職務を代理する。

（任期）

第４条 委員の任期は、委嘱の日から令和３年３月末日までとする。

２ 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会議）

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長とな

る。

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。なお、会議へは通

信機器等を用いての出席も認めるものとする。

３ 委員長は、必要と認めるときは会議に委員以外の者の出席を求めて意見の聴取ま

たは資料の提出等を求めることができる。

４ 会議は原則として公開とする。ただし、必要に応じ会議において協議のうえ公開

の可否を定めることができるものとする。



（結果の報告）

第６条 委員長は、第２条に規定する所掌事務の結果をとりまとめ、造林公社理事長

に報告する。

（事務局）

第７条 委員会の事務局は、造林公社事務局に置く。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定め

る。

付 則

この要綱は、令和２年（2020年）９月１日から施行する。


